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議案第９号参考資料 

件 名 
埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
 

根拠法令等 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号） 
 

 
【 趣 旨 】 
 

保険料の徴収猶予の期間の変更及び令和５年６月に「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改

正する法律（令和５年法律第４８号）」の成立に伴う「高齢者の医療の確

保に関する法律」の一部改正により、被保険者証が令和６年１２月２日

に廃止されることに伴う必要な規定の整備をするため、条例の一部を改

正するもの。 

 

【 内 容 】 
 
（１） 保険料の徴収猶予の期間の変更（第１７条） 

   判断能力が不十分かつ身寄りの有無が判明しない方等について、本

人の資力が活用可能となるまでに最長で１年程度かかる場合があるこ

とを踏まえ、保険料の納付については、徴収猶予の期間を最長１年程

度とするよう国から要請があったこと等から、被保険者の実情に合わ

せて徴収猶予の期間を最長１年とすることができるようにするもの。 
 
（２） 被保険者証の返還に係る罰則規定の削除（第２６条） 

被保険者証が廃止されることに伴い、保険料の滞納により被保険者

証の返還を求められてこれに応じない者に対する罰則規定を削除す

る。 
 

（３） 経過措置 

  被保険者証の廃止日である令和６年１２月２日より前に保険料の滞

納により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者及び令和６

年１２月２日時点において、現に被保険者証の交付を受けており、令

和６年１２月２日以後に保険料の滞納により被保険者証の返還を求め

られてこれに応じない者に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 

 

施 行 日 
公布日（第２６条の改正規定については令和６年１２月

２日） 
 

【その他参考事項】 
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埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

 

新
 

旧
 

（
徴

収
猶
予
）
 

（
徴
収
猶
予
）
 

第
１

７
条

 
広

域
連
合

長
は
、

被
保

険
者

又
は

連
帯

納
付

義
務

者
（

法
第

１
０

８

条
第

２
項

及
び
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
保

険
料

を
連

帯
し

て
納

付
す

る
義

務
を

負
う

者
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

、
次

条
及

び
第

２
３

条
に

お
い

て
同

じ
。

）

が
、

次
の

各
号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
そ

の
納

付
す

べ
き

保
険

料
の

全
部

又
は
一

部
を

一
時
に

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

認
め

る
場

合
に

お
い

て
は

、
そ
の

申
請

に
よ
り

、
そ

の
納

付
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
認

め
ら

れ
る

金
額

を
限
度

と
し

て
、
１

年
以

内
の

期
間

に
限

り
、

そ
の

徴
収

を
猶

予
す

る
こ

と
が
で
き
る
。
 

第
１

７
条

 
広

域
連
合

長
は
、

被
保

険
者

又
は

連
帯

納
付
義

務
者

（
法

第
１

０
８

条
第

２
項

及
び

第
３

項
の
規
定

に
よ

り
保

険
料

を
連

帯
し
て

納
付

す
る

義
務

を

負
う

者
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

、
次

条
及

び
第

２
３

条
に

お
い

て
同

じ
。

）

が
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ
か
に

該
当

す
る

こ
と

に
よ

り
そ
の

納
付

す
べ

き
保

険

料
の

全
部

又
は

一
部

を
一
時
に

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
な
い

と
認

め
る

場
合

に

お
い

て
は

、
そ

の
申

請
に
よ
り

、
そ

の
納

付
す

る
こ

と
が
で

き
な

い
と

認
め

ら

れ
る

金
額

を
限

度
と

し
て
、
６

月
以

内
の

期
間

に
限

り
、
そ

の
徴

収
を

猶
予

す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
１
)
～
(６

) 
（
略

）
 

(
１
)
～
(６

) 
（
略

）
 

２
・

３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

第
２

６
条
 
削
除
 

 

第
２

６
条

 
法

第
５
４

条
第
４

項
又

は
第

５
項

の
規

定
に
よ

り
被

保
険

者
証

の
返

還
を

求
め

ら
れ

て
こ

れ
に
応
じ

な
い

者
に

対
し

、
１

０
万
円

以
下

の
過

料
を

科

す
る
。
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議案第１５号参考資料 

 

件 名 埼玉県後期高齢者医療広域連合広域計画の変更について  

根拠法令等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の７ 
 

 
【 趣 旨 】 
 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）により、高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の一部が改正さ

れ、令和６年１２月２日に被保険者証が廃止されることとなった。 
これに伴い、広域計画に記載されている被保険者証の文言の修正が必

要となるが、今回、これに併せる形で全体を見直すこととし、計画で令

和７年度に位置付けている中間見直しを１年前倒しで実施するもの。 
 

【 変更内容 】 

（１）被保険者証の廃止に関連するもの 

・被保険者証の廃止及び資格確認書等の運用に伴う修正 

・マイナンバーカードに関する記載について、令和６年１２月２日 

 以降の内容に修正 

 

 （２）制度の改正に関連するもの 

・後期高齢者医療制度の改正に関する影響について追記 

・第３期高齢者保健事業実施計画（データヘルス計画）をはじめと 

 した関連計画の改正に伴う、所要の文言修正 

 

 （３）その他 

・中間見直しを１年前倒しで実施する旨を記載 

・被保険者数や医療費などの統計データを最新値に修正 

 

 
 
 

 

施 行 日 令和６年１２月２日  

【その他参考事項】 

令和６年７月１８日から同年８月１６日まで一部変更に関する意見の

募集（パブリックコメント）を実施したが、意見はなかった。 
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新
 

旧
 

１
 

広
域
計
画
の
概
要
 

（
１
）

広
域

計
画
の
趣
旨

 
 
（
略

）
 

（
２
）

第
３

次
広
域
計

画
の
振
返
り

 
 
（
略

）
 

（
３
）

広
域
計
画
の

期
間

及
び
変
更

広
域
計
画
の
期
間
は
、
第
１
次
か
ら
第

３
次
ま
で
は
５
年
間
で
し
た
が
、
関

連
性
が
高

く
整
合
的
な
取
り
組
み
が
必
要
な
国
の
「
医
療
費
適
正
化
計
画
」
の

期
間
や
、

埼
玉
県
の
「
埼
玉
県
地
域
保
健
医
療
計
画
」
等
の
期
間
を
勘
案
し
、

令
和
４
年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で
の
８
年
間
と
し
ま
す
。
そ
の
後
の
第
５
次

計
画
の
計

画
期
間
は
、
国
や
県
の
計
画
と
計
画
期
間
を
合
わ
せ
６
年
間
と
す
る

こ
と
を
前

提
と
し
て
い
ま
す
。
 

第
４
次

広
域

計
画
は

計
画

４
年

目
の

令
和
７
年
度
に
中
間
見
直
し
を
行
う
予
定

で
し
た
が
、
令
和
６
年
度
に
被
保
険
者
証
の
廃
止
に
関
連
し
た
変
更
が
必
要
な
た
め
、

そ
れ
に
併
せ
て
１
年
前
倒
し
で
見
直
し
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
取
り
巻
く
環
境

の
変
化
に
よ
り
、
広
域
連
合
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
計

画
の
変
更
を
行
い
ま
す
。
 

な
お

、
広
域
計
画
と
は
別
に
、
高
齢
者
保
健

事
業

、
収

納
対

策
に

つ
い

て
は

、

具
体

的
に
実
施
す
る
内
容
を
実
施
計
画
と

し
て
そ

れ
ぞ
れ
策

定
し

、
見

直
し
を

行
っ

て
い
ま
す
。

 

・
沿
革

（
略
）
 

令
和
６

年
１

２
月

一
部

変
更
 

１
 

広
域
計
画

の
概
要
 

（
１
）

広
域
計
画
の
趣
旨

 
 
（
略
）
 

（
２
）

第
３
次
広
域
計
画
の
振
返
り

（
略
）
 

（
３
）

広
域
計
画
の

期
間

及
び
変
更

広
域
計
画

の
期
間

は
、
第

１
次

か
ら
第

３
次
ま

で
は
５

年
間

で
し
た

が
、
関

連
性
が
高

く
整
合
的
な
取
り
組
み
が
必

要
な
国
の
「
医
療
費
適
正
化

計
画
」
の

期
間
や
、
埼
玉
県
の
「
埼
玉
県
地
域
保
健
医
療
計
画
」
等
の
期
間
を
勘
案
し
、
 

令
和
４
年
度
か
ら
令
和
１
１
年
度
ま
で
の
８
年
間
と
し
、
４
年
目
で
中
間
見
直
し

を
行
う
こ

と
と
し
ま
す
。
そ
の
後
の
第

５
次
計
画
の
計
画
期
間
は
、

国
や
県
の

計
画
と
計
画
期
間
を
合
わ
せ
６
年
間
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
 

４
年

目
の

中
間

見
直

し
及

び
取

り
巻

く
環

境
の

変
化

に
よ
り

、
広

域
連

合
長

が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
計
画
の
変
更
を
行
い
ま
す
。
 
 

な
お
、
広
域
計
画
と
は
別
に
、
高
齢
者
保
健
事
業
、
収
納
対
策
に
つ
い
て
は
、

具
体

的
に
実

施
す

る
内
容

を
実

施
計

画
と

し
て

そ
れ
ぞ

れ
策

定
し

、
見

直
し

を

行
っ
て
い
ま
す
。
 

・
沿
革

（
略
）
 

（
追
加
）
 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
広
域
計
画
新
旧

対
照
表
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新
 

旧
 

〇
 第

４
期
医

療
費

適
正

化
計
画
 

（
令
和
５

年
７
月
 ：

 厚
生
労
働
省
）
 

 
（
略
）
 

［
期
間
：
令
和
６
年
度
～
令
和
１
１
年
度
］
 

〇
 第

８
次
埼

玉
県

地
域

保
健
医

療
計
画
 

（
令
和
６

年
３
月
  
：
 
埼
玉
県
）
 

（
略
）
 

［
期
間
：
令
和
６
年
度
～
令
和
１
１
年
度
］
 

〇
 
第
３
期
医
療
費
適
正
化
計
画
 

（
平
成
３
０
年
３
月
 ：

 
厚
生
労
働
省
）
 

（
略
）
 

［
期
間
：
平
成

３
０
年
度
～
令
和
５
年
度
］
 

〇
 
第
７
次
埼
玉
県
地
域

保
健
医
療
計
画
 

（
平
成
３
０
年
３
月
 
：
 
埼
玉
県
）
 

（
略
）
 

［
期
間
：
平
成

３
０
年
度
～
令
和
５
年
度
］
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新
 

旧
 

〇
 第

９
期
埼
玉
県
高
齢
者
支
援
計
画
 

（
令
和
６
年
３
月
 ：

 埼
玉
県
）
 

（
略
）
 

［
期
間
：
令
和

６
年

度
～

令
和

８
年
度
］
 

 

〇
 第

３
期
高
齢
者
保
健
事
業
実
施
計
画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
）
 

（
令
和
６

年
２
月
 ：

 広
域
連
合
）
 

広
域
連
合
の
「
広
域
計
画
」
の
下
位
計
画
に
あ
た
る
分
野
別
の
実
施
計
画
と
し
て

位
置
づ
け

ら
れ

る
も

の
で

、「
２

１
世
紀

に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
（
健
康
 

日
本
２
１
（
第

３
次
））
」
 に

示
さ

れ
た

基
本
方
針
を
踏
ま
え
広
域
連
合
が
定
め
る
計

画
 健

康
寿
命
の
延
伸
を
目
的

に
、
地
域
の
健
康
格
差
を
考
慮
し
つ
つ
、
高
齢
者
の
保

健
事
業
と
介
護
予
防
の
一

体
的

な
実
施
を
全
市
町
村
で
展
開
し
、
生
活
習
慣
病
重
症

化
予
防
と
フ
レ
イ
ル
対
策
を
進
め
る
な
ど
、

県
内
全
域
に
お
け
る
健
康

づ
く
り
の
取

組
を
推
進

す
る

も
の
 

［
期
間
：

令
和
６
年

度
～

令
和
１
１
年
度
〕
 

 〇
 収

納
対
策

実
施

計
画
 

（
略
）
 

 ２
 

現
状
と
今
後
の
見
込

み
 

 （
１
）

 被
保

険
者

数
 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
開
始
当
初
の
被
保
険
者
数
は
５
３
６
，
１
８
６
人
 

（
平
成
２

０
年

度
末

現
在
）
 で

し
た
が
、
令
和
５
年
度
末
現
在
の
被
保
険
者
数
は

１
，
０
８

９
，
０
１
９
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。（

図
表
１
）
 

    

〇
 第

８
期
埼

玉
県
高
齢
者
支
援
計
画
 

（
令
和
３
年
３
月
 
：
 埼

玉
県
）
 

（
略
）
 

［
期
間
：
令
和
３
年
度
～
令
和
５
年
度
］
 

 〇
 第

２
期
高
齢
者
保
健
事
業
実
施
計
画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
）
 

（
平
成
３
０
年
３
月
、
令
和
３
年
２
月
一
部
改
訂
 
：
 
広
域
連
合
）
 

広
域
連
合
の
「
広
域
計
画
」
の
下
位
計
画
に
あ
た
る
分
野
別
の
実
施
計
画
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
「
２
１
世
紀
に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運
動
（
健
康

日
本
２
１
（
第
２
次
）
）
」
に
示
さ
れ
た
基
本
方
針
を
踏
ま
え
広
域
連
合
が
定
め
る
計

画
 重

点
項

目
と

し
て

の
フ

レ
イ
ル

対
策

や
生

活
習

慣
病

重
症

化
予

防
を

は
じ
め

、

適
正

医
療

の
推

進
や

健
診

な
ど

に
つ

い
て

取
り

組
み

の
目

標
や

方
策

を
定

め
た

も

の
  

［
期
間
：
平
成
３
０
年
度
～
令
和
５
年
度
〕
 

 

〇
 収

納
対
策
実
施
計
画
 

（
略
）
 

 

２
 

現
状
と
今
後
の
見
込
み
 

（
１
）
 被

保
険
者
数
 

  
  
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

開
始

当
初

の
被

保
険

者
数

は
５

３
６

，
１

８
６

人

（
平
成
２
０
年
度
末
現
在
）
で
し
た
が
、
令
和
２
年
度
末
現
在
の
被
保
険
者
数
は
 
 

９
５
５
，
６
０

７
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。（

図
表
１
）
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〔
 図

表
１
 被

保
険
者

数
の
推
移
と
伸
び

率
 〕

 

          

           
※
１
 被

保
険

者
数
は
、
平
成
２
０
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
は
厚
生
労
働
省
「
後

期
高
齢
者

医
療
事
業

状
況
報
告

（
年
報
：

確
報
）」

か
ら
の
実
績

値
で
す
。
令

和
３
、
４
年
度
は
厚
生
労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況
報
告
（
年
報

 ：
確
報
）」

か
ら
の
速

報
値

で
す

。
 

ま
た
、
令

和
５

年
度
は
、
広
域
連
合
で
集
計
し
た
年
度
末
の
被
保
険
者
数
で
す
。
 

 

（
略
）
 

被
保

険
者

数
の

伸
び

率
は

終
戦

前
後

の
出

生
者

数
の

減
に

よ
り

一
旦

下
が

り
ま

し
た

〔
 図

表
１
 被

保
険
者
数
の
推
移
と
伸
び
率
 〕

 

                    

 
※
１

 
被
保
険
者

数
は
、
平
成
２

０
年
度
か
ら

令
和
元
年
度
ま

で
は
厚
生
労

働
省
「
後

期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況
報
告
（
年
報
：
確
報
）」

か
ら
の
実
績
値
で
す
。
令
和
２

年
度
は
、
広
域
連
合
で
集
計
し
た
各
年
度
末
の
被
保
険
者
数
で
す
。
 

   （
略
）
 

被
保

険
者
数

の
伸

び
率
は

終
戦

前
後

の
出

生
者

数
の
減

に
よ

り
一

旦
下

が
り

ま
し
た

7
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が
、
令
和
４
年
度
か
ら
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代

が
７
５
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な
り
、

被
保
険
者
数
は
令
和
７
年
度
に
は
約
１
２
１
万
人
に
増
加
し
、
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
の
全

て
が
後
期
高
齢
者
と

な
る
令
和
３
２
年
度
に
は
約
１
４
６
万
人
に
達
す
る
見
込
み
で
す
。

（
図
表
２
）
 

 

〔
 図

表
２

 埼
玉
県
の
人

口
及
び
被
保

険
者

数
の
将
来
推
計
 〕

 

   
 
  

     

 ※
１

 
折

れ
線

グ
ラ

フ
は
人

口
推

計
に

お
け

る
、

総
人
口

に
対

す
る

７
５

歳
以
上

人
口
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
す
。
 

           

 

が
、
令
和
４
年
度
か

ら
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
が
７
５
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な
り
、

被
保

険
者

数
は
令

和
７

年
度

に
は

約
１

２
１
万

人
に

増
加
し

、
令
和

２
７
年

度
に

は
約

１
３
１
万
人
に
達
す

る
見
込
み
で
す
。（

図
表
２
）
 

  

〔
 図

表
２
 埼

玉
県
の
人
口
及
び
被
保
険
者
数
の
将
来
推
計
 
〕
 

         

※
１
 
折
れ
線
グ
ラ
フ
は
人
口
推
計
に
お
け
る
、
総
人
口
に
対
す
る
７
５
歳
以
上

人
口
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
す
。
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※
２
 被

保
険

者
数
は
、
国

立
社

会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
地
域
別
将
来

推
計
人
口
（
令
和
５
年
（
２
０
２
３
年
）
推
計
）」

に
お
け
る
、
７
５
歳
以
上
の
人

口
推
計
を
も
っ
て
被

保
険

者
数
と

み
な

し
た
値
で
す
。

（
略
）

（
２
）

医
療

費

令
和
４
年
度
の
一
人
当
た
り
医
療
費
は
、
８
４
８
，
９
５
９
円
と
、
全
国
平
均
の

９
５
１
，

７
９
７
円
と
比

べ
て

低
い
水

準
で

す
。

一
人
当
た
り
医

療
費
は
近

年
横
ば
い
で
し
た
が
、
令
和
２
年
度
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
の
影
響

に
伴
う
受
診
控
え
に
よ
り
減
少
し
ま
し
た
。
そ
れ

以
降
は

増
加
傾
向
に
あ
り
、
医
療
費
総
額
も
被
保
険
者
数
の
増
加
に
よ
り
、
引
き

続
き
増
加

が
見
込
ま

れ
ま

す
。（

図
表
３
、
４
）
 

 
ま
た

、
被
保

険
者
の
自
己

負
担
を
除
く
医

療
費
の
約
５

割
は
国
、
県
、

市
町

村
か
ら

の
公
費

で
、

約
４

割
は

現
役

世
代
か

ら
の

支
援

金
、

残
り

の
約
１

割
は

被
保
険
者
の
保

険
料
で
賄
わ
れ

て
い
ま

す
。
年
々
増
加
す
る
医
療
費
の
財
源
確
保

が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。（

図
表
５
）
 

 
 
〔
 図

表
３

 一
人
当

た
り

医
療
費
の
推
移
と
今
後

の
見
込
み
 
〕
 
 

※
２
 被

保
険
者
数
は
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
地
域
別
将
来

推
計
人
口
 （
平
成
３
０
年
（
２
０
１
８
年
）
推
計
）」

に
お
け
る
、
７
５
歳
以
上
の

人
口
推
計
を
も
っ
て
被
保
険
者
数
と
み
な
し
た
値
で
す
。

（
略
）
 

（
２
）

医
療
費

令
和
元
年
度
の
一
人
当
た
り
医
療
費
は
、
８
５
８
，
１
８
３
円
と
、
全
国
平
均
の

９
５
４
，
３
６
９
円
と
比
べ
て
低
い
水
準
で
す
。

一
人

当
た
り

医
療
費

は
近
年
横

ば
い

で
す

が
、

医
療

費
総
額

は
被

保
険

者
数

  
 の

増
加
に
よ
り
、
今
後
も
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
（
図
表
３
、
４
）
 

ま
た
、
被

保
険
者
の
自
己
負
担
を
除
く
医
療
費
の
約
５
割
は
国
、
県
、
市
町

村
か
ら
の
公
費
で
、
約
４
割
は
現
役
世
代
か
ら
の
支
援
金
で
、
残
り
の
約
１
割

は
被
保
険
者
の
保
険
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
年
々
増
加
す
る
医
療
費
の
財
源

確
保
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
図
表
５
）
 

 
 
〔
 図

表
３
 一

人
当
た
り
医
療
費
の
推
移
と
今
後
の
見
込
み
 
〕
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   （
略
）
 

※
２
 
 
令
和
４
年
度
ま
で
の
数
値
は
、
厚
生
労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況

報
告
（
年
報
：
確
報
）」

か
ら
の
実
績
値
で
す
。

  
令
和
５
年
度
の
数
値
は
、
厚
生
労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況
報
告
（
月

報
：
速
報
）」

を
基
に
広
域
連
合
で
集
計
し
た
値
で
す
。
 

（
略
）
 
 

〔
 図

表
４
 医

療
費

総
額
の
推
移
と
今
後
の
見
込

み
 〕

 

（
略
）
 

※
２
  
令
和
元
年
度
ま
で
の
数
値
は
、
厚
生
労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況
報

告
（
年
報
：
確
報
）」

か
ら
の
実
績
値
で
す
。
 

 令
和
２
年
度
の
数
値
は
、
厚
生
労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況
報
告
（
月

報
：
速
報
）」

を
基
に
広
域
連
合
で
集
計
し
た
値
で
す
。
 

（
略
）
 
 

〔
 図

表
４
 医

療
費
総
額
の
推
移
と
今
後
の
見
込
み
 
〕
 

Ｈ
２
０

 
Ｈ
２
１

 
Ｈ
２
２

 
Ｈ
２
３

 
Ｈ
２
４

 
Ｈ
２
５

 

埼
玉

県
 

73
0,

08
3 

81
8,

22
3 

83
6,

06
2 

84
3,

39
6 

84
3,

23
4 

85
0,

04
1 

全
国

平
均

 
78

5,
90

4 
88

2,
11

8 
90

4,
79

5 
91

8,
20

6 
91

9,
45

2 
92

9,
57

3 

Ｈ
２
６

 
Ｈ
２
７

 
Ｈ
２
８

 
Ｈ
２
９

 
Ｈ
３
０

 
Ｒ
１

 

埼
玉

県
 

84
9,

37
6 

86
0,

41
6 

84
6,

66
0  

85
3,

11
4 

84
4,

74
7 

85
8,

18
3  

全
国

平
均

 
93

2,
29

0 
94

9,
07

0 
93

4,
54

7 
94

4,
56

1 
94

3,
08

2 
95

4,
36

9 

Ｒ
２

 
Ｒ
３

 
Ｒ
４

 
Ｒ
５

 
Ｒ
７

 
Ｒ
１
２

 

埼
玉

県
 

81
8,

97
0 

84
0,

66
8 

84
8,

95
9 

86
3,

25
5 

87
1,

90
9 

89
3,

92
5 

全
国

平
均

 
91

7,
12

4 
94

0,
51

2 
95

1,
7 6

7 
95

5,
90

4 
—

 
—
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（
略
）
 

※
２
  
令
和
４
年
度
ま
で
の
数
値
は
、
厚
生
労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況

報
告
（
年
報
：
確
報
）」

か
ら
の
実
績
値
で
す
。
 

令
和
５
年
度
の
数
値

は
、
厚
生

労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況
報

告
（
月
報
：
速
報
）
を
基
に
、
広
域
連
合
で
集
計
し
た
も
の
で
す
。
 

（
略
）
 

  

〔
 図

表
５

 後
期
高

齢
者
の
医
療
費
負
担
 〕

 

 
 
 
 
（
略

）
 

 

（
３
）
 
保

険
料

 

 ①
 保

険
料

率
 

保
険
料
率
は
、
お
お
む
ね
２
年
間
を
通

じ
て
財
政
の
均
衡
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

２
年
ご
と
に
改
定
し
て
い
ま
す
。
 

令
和
６
・
７
年
度
の
保

険
料
率
は

、
均
等
割
額
が
４
５
，
９
３
０
円
、
所
得
割

率
が
９
．
０

３
％

と
な

り
、
前
回
改
定
時
か
ら
均
等
割
額
が
１
，
７
６
０
円
、
所

得
割
率
が
０
．

６
５
ポ
イ

ン
ト
、
そ
れ
ぞ
れ
上
昇
し
ま
し
た
。
 

令
和
５

年
５
月
に
「
全
世
代
対
応
型

の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制

度
を
構
築

す
る
た

め
の

健
康
保
険

法
等
の

一
部
を
改

正
す
る
法

律
」
が

成
立
し
、

令
和
６

年
度
か

ら
、

後
期
高
齢

者
の
一

人
当
た
り

保
険
料
の

伸
び
率

を
現
役
世

代
の
一

 

 （
略
）
 

※
２
 
 
令
和
元
年
度
ま
で
の
数
値
は
、
厚
生
労
働
省
「
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
状
況

報
告
（
年
報
：
確
報
）」

か
ら
の
実
績
値
で
す
。
 

令
和
２

年
度
の
数
値
は

、
厚
生
労
働

省
「
後
期
高
齢

者
医
療
事
業

状
況
報

告
（
月
報
：
速
報
）
を
基
に
、
広
域
連
合
で
集
計
し
た
も
の
で
す
。
 

（
略
）
 

  〔
 図

表
５
 後

期
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
 
〕
 

 
 
 
 
（
略
）
 

 

（
３
）
 
保

険
料

 

 ①
 保

険
料
率

 

 
令
和
４
・
５
年
度
の
保
険
料
率
は
、
均
等
割
額
が
４
４
，
１
７
０
円
、
所

得
割

率
が
８
．
３
８

％
で
あ
り
、
前
回
改
定
時
か
ら
均
等
割
額
が
２
，
４
７
０
円
、
所

得
割
率
が
０
．
４
２
ポ
イ
ン
ト
、
そ
れ
ぞ
れ
上
昇
し
ま
し
た
。
 

今
後
、
団
塊
の
世
代
が
７
５
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
現
役
世
代
人
口

が
減

少
す

る
こ

と
に

伴
う

後
期

高
齢

者
負

担
率

の
見

直
し

や
一

人
当

た
り

医
療

費
の
伸
び
な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
率
の
上
昇
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
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人
当
た

り
の

支
援
金
の

伸
び
率

に
合
わ
せ

る
見
直
し

と
出
産

育
児
一
時

金
の
費

用
の
一

部
を

後
期
高
齢

者
も
負

担
す
る
仕

組
み
が
導

入
さ
れ

た
こ
と
が

上
昇
要

因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
 

ま
た
、

令
和
６
年
６
月
に
は
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一

部
を
改
正

す
る
法
律

」
が

成
立

し
、
令
和
８

年
度
か
ら
保
険
料
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金

を
含
め
て
徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

一
人
当

た
り
医
療
費
の
伸
び
や
法
改

正
の
影
響
に
よ
り
、
今
後
も

保
険
料
率

の
上
昇
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
 

   ※
１
 

保
険

料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負
担
す

る
「
均
等
割
額
」
と
、
被
保
険
者
の
所

得
に
応
じ
て
負
担
す

る
「

所
得

割
額
」
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。
 

 
 
 
「
 均

等
割
額
 ＋

 所
得

割
額
（

賦
課
の
基
と
な
る
所
得
金
額
×
所
得
割
率
）
  

＝
保
険
料
 」

 

※
２
 
所
得
の
少
な
い
世
帯
の
方
に
は

、
所
得
状
況
に
応
じ
て
保
険
料
を
軽
減
す
る
措

置
が
あ
り
ま
す
。
 

※
３
 
後
期
高
齢
者
負
担
率
は
、
後

期
高

齢
者
医
療
の
費
用
負
担
に
占
め
る
後
期
高
齢

者
の
保
険

料
の
割
合
で
、
前
期

高
齢
者

交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負

担
金
の
算

定
等
に
関
す
る

政
令

に
よ
り
、
約
１
割
に
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の

後
期
高
齢
者
負
担
率
は
、
７
５
歳

未
満

人
口
の
減
少
に
よ
る
現
役
世
代
一
人
当
た

り
負
担
の
増
加

幅
を
抑
え
る
た
め
に
、
２
年
ご
と
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
改
正

に
よ

り
、
令
和
６

年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
一
人
当
た
り
の
保
険
料
の

伸
び

率
と

現
役

世
代

一
人

当
た

り
の

支
援

金
の

伸
び

率
が

同
じ

に
な

る
よ

う
算

定
方
法
の
見
直

し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

  

  

       

 

 

※
１
 
保
険
料

率
は

、
お
お
む
ね
２
年
間
を

通
じ
て
財
政
の
均
衡
が
図
ら

れ
る
よ
う
、

２
年
ご
と
に
改
定
し
て
い
ま
す
。
 

※
２
 
保
険
料
は
、
被
保
険
者
全
員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
被
保
険
者
の

所

得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。
 

 
 
「
 均

等
割
額
 
＋
 
所
得
割
額
（
賦
課
の
基
と
な
る
所
得
金
額
×
所
得
割
率
）
 

 ＝
保
険
料

 」
 

※
３
 
所
得
の
少
な

い
世
帯
の
方
に
は
、
所
得
状
況
に
応
じ
て
保
険
料
を
軽
減
す
る
措

置
が
あ
り
ま
す
。
 

※
４
 
後
期
高
齢
者
負
担
率
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
費
用
負
担
に
占
め
る
後
期
高
齢

者
の
保
険
料
の

割
合
で
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫
負

担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
に
よ
り
、
約
１
割
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

後
期
高
齢
者
負

担
率
は
、
７
５
歳
未
満
人
口
の
減
少
に
よ
る
現
役
世
代
一
人
当
た

り
負
担
の
増
加
幅
を
抑
え
る
た
め
に
、
２
年
ご
と
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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旧
 

〔
 図

表
６

 年
度
ご

と
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
 〕

 

 

 〔
 図

表
７

 軽
減
後
一
人
当
た
り
の
保
険
料
額
の
推
移

 〕
 

                    

②
 
収

納
率

 

令
和
５
年
度
の
現
年
度
分
保
険
料
収
納
率
は
９
９
．
４
９
％
、
現
年
度
分
の

う
ち
普
通
徴
収
分
は
９
８

．
７
８
％
と

な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
令
和
４
年
度

〔
 図

表
６
 年

度
ご
と
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
 
〕
 

 〔
 図

表
７
 軽

減
後

一
人
当
た
り
の
保
険
料
額
の
推
移
 〕

 

  

 

        

  ②
 
収

納
率

 

令
和
２
年
度
の
現
年
度
分
保
険
料
収
納
率
は
９
９
．
４
７
％
、
現
年
度
分
の

う
ち
普
通
徴
収
分
は
９
８
．
６
７
％
と
な
っ
て
お
り
、
年
々
上
昇
し
て
い
ま
す
。

※
５
 
軽
減
後
１
人
当
た
り
保
険
料
額
の
Ｒ
２
・
３
、
Ｒ
４
 ・
５
は
料

率
改
定
時
の
見
込
額
。
 

※
５

 
軽
減
後
１
人
当
た
り
保
険
料
額
の
Ｒ
６
・
７
は
料
率
改
定
時
の
見
込
額
。
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旧
 

か
ら
上
昇

し
ま

し
た

。
（
図
表
８
）
 

令
和
５
年
度
の

滞
納

繰
越

分
は
３
９
．
９
７
％
で
、
収
納
対
策
の
実
施
の
効
果

も
あ
り
、
令
和
４
年
度
か
ら
３
．
１
２
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
ま
す
。
 

 

〔
 図

表
８
 保

険
料
収
納
率
の
推
移
 〕

 

                

        

（
図
表
８
）
 

ま
た
、
令
和
２
年
度
の
滞
納
繰
越
分
は
３
８
．
８
４

％
で
、
収
納
対
策
の
実
施

の
効
果
も
あ
り

、
４
年
続
け
て
上
昇
し
て
い
ま
す
。
 

 

〔
 
図
表
８
 
保
険
料
収
納
率
の
推
移
 
〕
 
 

             

           

年
度

 
H

2
0
 

H
2
1
 

H
2
2
 

H
2
3
 

H
2
4
 

H
2
5
 

H
2
6
 

現 年 度 分
 

全
体

 
埼

玉
県

 
9
8
.6

3 
9
8
.9

5 
9
9
.1

2 
9
9
.1

8 
9
9
.1

8 
9
9
.2

0 
9
9
.2

1 

全
国

平
均

 
9
8
.7

5 
9
9
.0

0 
9
9
.1

0 
9
9
.2

0 
9
9
.1

9 
9
9
.2

5 
9
9
.2

6 

普
通

徴
収
分

 
埼

玉
県

 
9
7
.3

9 
9
7
.6

9 
9
7
.9

3 
9
8
.0

3 
9
8
.0

8 
9
8
.1

3 
9
8
.1

5 

全
国

平
均

 
9
6
.9

5 
9
7
.6

0 
9
7
.7

2 
9
7
.9

6 
9
8
.0

7 
9
8
.2

9 
9
8
.2

9  

滞
納

繰
越
分

 
埼

玉
県

 
-
 

4
2
.6

9
 

 
3
7
.3

6 
3
2
.3

2 
3
0
.3

6 
3
1
.9

0 
3
1
.3

4 

年
度

 
H

2
7
 

H
2
8
 

H
2
9
 

H
3
0
 

R
1
 

R
2
 

R
3
 

現 年 度 分
 

全
体

 
埼

玉
県

 
9
9
.2

4 
9
9
.2

7 
9
9
.3

1 
9
9
.3

3 
9
9
.3

5 
9
9
.4

7 
9
9
.5

0 

全
国

平
均

 
9
9
.2

8 
9
9
.3

2 
9
9
.3

6 
9
9
.4

0 
9
9
.4

0 
9
9
.5

3 
9
9
.5

4 

普
通

徴
収
分

 
埼

玉
県

 
9
8
.2

6 
9
8
.3

2 
9
8
.3

6 
9
8
.4

2 
9
8
.4

1 
9
8
.6

7 
9
8
.7

4 

全
国

平
均

 
9
8
.4

0 
9
8
.5

1 
9
8
.5

6 
9
8
.6

6 
9
8
.6

4 
9
8
.9

1 
9
8
.9

5 

滞
納

繰
越
分

 
埼

玉
県

 
3
3
.3

2 
3
2
.5

3 
3
4
.1

9 
3
4
.9

7 
3
6
.0

5 
3
8
.8

4 
3
5
.5

1 

年
度

 
R

4
 

R
5
 

現 年 度 分
 

全
体

 
埼

玉
県

 
9
9
.4

1 
9
9
.4

9 

全
国

平
均

 
9
9
.4

7 
-
 

普
通

徴
収
分

 
埼

玉
県

 
9
8
.6

2 
9
8
.7

8 

全
国

平
均

 
9
8
.8

5 
-
 

滞
納

繰
越
分

 
埼

玉
県

 
3
6
.8

5 
3
9
.9

7 
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旧
 

（
４
）
 
マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
に
よ

る
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
 

国
は
、
医
療
保
険
の
資
格

情
報
な

ど
の
デ
ー
タ
を
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

仕
組
み
を

活
用

し
て

一
元

管
理
す

る
こ
と
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
被
保

険
者
証
と

し
て

利
用
で
き
る
「
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
」
の
本
格
運
用
を
令
和

３
年
１
０
月
に
開
始

し
ま

し
た

。
 

こ
れ
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
証
利
用
に
対
応
す
る
医

療
機

関
等
で
は

、
被
保
険
者
が
医
療
機
関
、
薬
局
を
受
診
す
る
際
、
従
来
の
被

保
険

者
証
の
券
面
に
記
載
さ
れ

た
情
報
に
よ
り
、
被
保
険
者
資
格
の
確
認
を
行

う
方
法
に
加
え
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
や
被
保
険
者
証
を
も
と
に
、
オ
ン

ラ
イ
ン
上
で
直
近
の
資
格

情
報

等
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

ま
た
、
令
和
５
年
６
月
に
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め

の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立

し
、

被
保
険
者
証
を
令
和
６
年
１
２
月

２
日
に
廃
止
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
に

よ
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
」

を
基
本
と
す
る
制
度

に
移
行
す
る
こ
と

と
な

り
ま
し
た
。
 

こ
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
」
に
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
手
続
き

や
資

格
過
誤
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
返
戻
が
減
少
す
る
な
ど
、
被
保
険
者
、
医
療
機

関
等

及
び
広
域
連
合
を
含
む
保
険
者
そ

れ
ぞ
れ
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
広

域
連

合
に
は
、
こ
う
し
た
メ
リ
ッ
ト
を

被
保
険
者
に
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
マ

イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
利
用

を
促
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す

。
 

 ・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ

る
オ
ン

ラ
イ

ン
資
格
確
認
の
メ
リ
ッ
ト
 

 

（
４
）
 マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
証
利
用
 

国
は
、
医
療
保
険
の
資
格
情
報
な
ど
の
デ
ー
タ
を
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

仕
組
み
を
活
用
し
て
一
元
管
理
す
る
こ
と
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
被
保

険
者
証
と
し
て
利
用
で
き
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
」
の
本
格
運
用
を
令
和

３
年
１
０
月
に
開
始
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
に
よ
り
、
被
保
険
者
が
医
療
機
関
、
薬
局
を
受
診
す
る
際
、
従
来
の
被

保
険
者
証
の
券
面
に
記
載
さ
れ
た
情
報
に
よ
り
、
被
保
険
者
資
格
の
確
認
を
行

う
方
法
に
加
え
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
証
利
用
に
対
応
す
る

医
療
機
関
等
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
被
保
険
者
証
を
も
と
に
、
オ
ン

ラ
イ
ン
上
で
直
近
の
資
格
情
報
等
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

被
保

険
者

証
利

用
や

オ
ン

ラ
イ

ン
資

格
確

認
が

普
及
す
る
こ
と
で
、
限
度
額
適
用
認
定
証
等
の
手
続
き
や
資
格
過
誤
に
よ
る
レ

セ
プ
ト
返
戻
が
減
少
し
、
被
保
険
者
、
医
療
機
関
等
及
び
広
域
連
合
を
含
む
保

険
者
そ
れ
ぞ
れ
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
広
域
連
合
に
は
、
こ
う
し
た
メ
リ

ッ
ト

を
被

保
険

者
に

周
知

す
る

こ
と

に
よ

り
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
被

保

険
者
利
用
登
録
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

      

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
被

保
険

者
証

利
用

や
オ

ン
ラ

イ
ン

資
格

確
認

の
普

及
に

よ
る
メ
リ
ッ
ト
 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
資
格
情
報
等
の
確
認
が
可
能
と
な
れ
ば
、
被
保
険
者
、

医
療
機
関
等
及
び
保
険
者
に
と
っ
て
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
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新
 

旧
 

被 保 険 者 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
て
、
自
身
の
健
診
情
報
や
薬
剤
情
報
・

医
療
費
通
知
情
報
が
閲
覧
で
き
、
自
身
の
健
康
管
理
に
役
立
ち
ま
す
。
 

・
本
人
が
同
意
を
す
れ
ば
、
初
め
て
の
医
療
機
関
等
で
も
、
診
療
/薬

剤
情

報
、

健
診
情
報
が
医
師
等
と
共
有
で
き
、
よ
り
適
切
な
医
療
が
受
け
ら

れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

・
事

前
の
手
続

き
な
く
医

療
機
関

等
の

窓
口

で
高
額
療

養
費
制

度
に
お
け

る
限

度
額
を

超
え
る

支
払
が
不

要
と

な
り

ま
す
（

資
格
確
認

書
で

受
診

す
る
場
合
に
は
、
一
時
的
に
支
払
い
を
し
た
後
に
還
付
を
受
け
る
か
、
事

前
に
限
度

額
の
適
用
を
受
け
る
旨
の
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

 

・
引

越
等
の
ラ

イ
フ
イ
ベ

ン
ト
後

に
新

た
な

資
格
確
認

書
を
受

け
取
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

・
顔
認
証
に
よ
り
本
人
確
認
と
資
格
確
認
が
同
時
に
行
わ
れ
、
受
付
が
円

滑
に
な
り
ま
す
。
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の
資
格
確
認
が
シ
ス
テ
ム
化

さ
れ
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
が
減
少
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

医 療 機 関 等 

・
医
療
機
関
等
の
シ
ス
テ
ム
へ
資
格
情
報
を
入
力
す
る
手
間
が
軽
減
さ
れ
、

誤
記

の
リ
ス
ク
が
減
少
し
ま
す
。
 

・
正

し
い

資
格

情
報

の
確

認
が

で
き

な
い

こ
と

で
レ

セ
プ

ト
が

返
戻

さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
オ
ン

ラ
イ
ン

で
の
即

時
の
資
格
確
認
に
よ
り
、
レ
セ
プ

ト
の
返
戻
を
回
避
で
き
、
被
保
険
者
等
へ
の
確
認
事
務
が
減
少
し
ま
す
。

ま
た
、
未
収
金
の
減
少
に
つ
な
が
り
ま
す
。
 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
被
保
険
者
の
同
意
を
得
て
、
診

療
/薬

剤
情
報
、
健
診

情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
よ

り
正
確
な
情
報
に
基
づ
く
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

・
資
格
確
認
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
窓
口
の
混
雑
が
緩
和
さ
れ

ま
す
。
 

 

被 保 険 者 

・
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
用
い
て
、
自
身
の
健
診
情
報
や
薬
剤
情
報
・

医
療
費
通

知
情
報
が
閲
覧
で
き
、
自
身
の
健
康
管
理
に
役
立
ち
ま
す
。
 

・
本

人
が

同
意
を
す
れ
ば
、
初
め
て
の
医
療
機
関
等
で
も
、
健
診
情
報
や

今
ま

で
に

使
っ

た
薬
剤

情
報

が
医

師
等

と
共

有
で
き

、
よ
り

適
切

な
医

療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

・
限
度
額
適
用
認
定
証
等
が
な
く
て
も
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
高
額
療
養

費
制

度
に

お
け

る
限
度

額
を
超

え
る

支
払

が
不

要
と

な
り
ま

す
（

従
来

は
、
一
時
的
に
支
払
い
を
し
た
後
に
還
付
を
受
け
る
か
、
事
前
に
限
度
額

適
用
認
定
証
等
の
交
付
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
）。

 

・
引
越
等
の
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
後
で
も
、
被
保
険
者
証
と
し
て
ず
っ
と
使

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

・
顔
認
証
に
よ
り
本
人
確
認
と
保
険
証
確
認
が
同
時
に
行
わ
れ
、
受
付
が

円
滑
に
な
り
ま
す
。
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の
資
格
確
認
が
シ
ス
テ
ム

化
さ
れ
る
こ
と
で
、
待
ち
時
間
が
減
少
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

医 療 機 関 等 

・
医
療
機
関
等
の
シ
ス
テ
ム
へ
資
格
情
報
を
入
力
す
る
手
間
が
軽
減
さ
れ
、

誤
記
の
リ
ス
ク
が
減
少
し
ま
す
。
 

・
正
し
い

資
格
情
報
の
確
認
が
で
き
な
い
こ
と
で
レ
セ
プ
ト
が
返
戻
さ
れ
 

て
い
ま
し
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
即
時
の
資
格
確
認
に
よ
り
、
レ
セ
プ

ト
の
返
戻
を
回
避
で
き
、
被
保
険
者
等
へ
の
確
認
事
務
が
減
少
し
ま
す
。

ま
た
、
未
収
金
の
減
少
に
つ
な
が
り
ま
す
。
 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
被
保
険
者
の
同
意
を
得
て
、
薬

剤
情
報
、
健
診
情
報
等
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り

正
確
な
情
報
に
基
づ
く
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

・
災
害
時
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い
被
保
険
者
で

あ
っ
て
も
、
薬
剤
情
報
、
健
診
情
報
等
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
ま
す
（
被
保
険
者
の
同
意
は
必
要
で
す
）
。
 

・
被
保
険
者
証
の
資
格
確
認
が
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
窓
口
の
混
雑

が
緩
和
さ
れ
ま
す
。
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保 険 者 

・
資
格
喪
失
後
の
被
保
険
者
証
の
使
用
が
抑
制
さ
れ
ま
す
。
 

・
資

格
喪

失
後

の
被

保
険

者
証

の
使

用
や

被
保

険
者

番
号

の
誤

記
に

よ
る

過
誤
請
求
の
事
務
処
理
負
担
 （
資
格
喪
失
や
異
動
後
の
資
格
情
報
の
照
会
、

保
険
者
間
調
整
、
被
保
険
者
へ
の
請
求
等
の
事
務
作
業
）
が
減
少
し
ま
す
。 

・
限

度
額

適
用

認
定

証
等

の
適

用
区

分
や

負
担

割
合

等
が

医
療

機
関

等
に

正
確
に
伝

わ
り
、
レ
セ
プ

ト
に
か
か
る
医
療
機
関
等
と

の
調
整
が
減
少
し

ま
す
。
 

・
限
度
額

適
用
認
定
証
等
の
申
請
に
か
か
る
事
務
手
続
き
や
認
定
証
等

の
発
行
が
減
少
し
ま
す
。
 

 

 

新
 

旧
 

 （
参
考
）
マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
に
よ

る
資
格
確
認
に
係
る
状
況
 

マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
に

よ
り
資
格
確
認
を
受

け
る
に
は
、
被
保
険
者
が
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
取

得
し
た
後
に
、

利
用
の
申
込

（
初
回
登
録
）
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
登
録
・
利
用
状
況
（
令

和
６
年
３
月
時
点
）
は
、
以
下

の
と
お

り
で

す
。
埼
玉
県
で
は
登
録
数
は
約
５
６
万
件
で
、

登
録
率
は
約

51
％

、
利

用
率
は
約

4％
と
な

っ
て
い
ま
す
。
 

           

            （
参
考
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
証
利
用
に
係
る
状
況
 

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー
ド

を
被
保

険
者

証
と
し

て
利
用

す
る
に

は
、

被
保
険

者
が
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー

ド
を

取
得
し

た
後
に

、
マ
イ

ナ
ン

バ
ー
カ

ー
ド

読
み

取
り

機
能

付

き
カ

ー
ド

リ
ー
ダ

ー
等

を
使
用

し
て
、

マ
イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

か
ら

被
保

険
証

利
用

の
申

込
（
初
回
登
録
）
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
枚
数
（
令
和
４
年
１
月
１
日
時
点
）
は
、
以
下
の
と
お

り
で
す
。
埼
玉
県
で
は
約
２
９
１
万
枚
が
交
付
さ
れ
、
人
口
に
対
す
る
交
付
割
合
は
３

９
．
４
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
埼
玉
県
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

に
お

け
る

マ
イ
ナ

ン
バ

ー
カ
ー

ド
の
初

回
登
録

件
数

は
、

令
和

４
年

１
月
時

点
で

２

４
，
２
２
４
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

      

 

保 険 者 

・
資

格
喪

失
後

の
資

格
確

認
書

の
使

用
や

被
保

険
者

番
号

の
誤

記
に

よ
る

過
誤

請
求
の
事
務
処
理
負
担
（
資
格

喪
失
や
異
動
後
の
資
格
情
報
の
照
会
、

保
険

者
間
調
整
、
被
保
険
者
へ
の
請
求
等
の
事
務
作
業
）
が
減
少
し
ま
す
。 

・
自

己
負

担
限

度
額
の
適
用
区
分
や
負
担
割
合
等
が
医
療
機
関
等
に
正

確
に
伝
わ
り
、
レ
セ
プ
ト
に
か
か

る
医
療
機
関
等
と
の
調
整
が
減
少
し

ま
す
。
 

・
自
己
負
担
限
度
額
等
の
適
用
区
分
と
い
っ
た
任
意
記
載
事
項
併
記
申

請
に
か
か
る
事
務
手
続
き
が
減

少
し
ま
す
。
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新
 

旧
 

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
り
資
格
確
認
を
受
け
る
た
め
に
は
、
医
療
機
関
・

薬
局
が
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
た
め
の
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
等
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
医
療
機
関
等
に
お
け
る
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
設
置
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。
 

 

 ・
全
国
の
医
療

機
関

等
に
お
け
る
顔
認

証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
等
の
申
込
状
況
 

（
令
和
６
年
３
月
３
１
日
時
点
）
 

           ３
 

課
題
 

 
（
略
）
 

（
１
）
被
保
険
者
の
健
康

の
保
持
増
進
 

 
 
 
健
康
寿
命
の
延
伸
に
よ
り
、
高
齢

者
一

人
ひ
と
り
が
健
康
で
自
立
し
た
生
活
を
お

く
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
被
保
険
者
に
身
近

な
市
町
村
が
中
心
と
な
り

、
き
め
細

か
な
高
齢
者
保

健
事

業
を
実
施
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 
特
に
、
生
活
習
慣
病
の
重
症
化
予
防
と
フ
レ
イ
ル
対
策
の
た
め
、
全
て
の
市
町
村

が
高
齢
者

の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
を
一
体
的
に
実
施
で
き
る
体
制
整
備
な
ど
を
行

う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
 

 

ま
た

、
マ

イ
ナ

ン
バ
ー

カ
ー
ド

を
被

保
険
者

証
と
し

て
利
用

可
能

と
す
る

た
め
に

は
、
医
療
機
関
・
薬
局
が
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
た
め
の
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
等
を
導

入
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
厚
生
労
働
省
で
は
、
医
療
機
関
等
に
対
し
て
顔
認
証
付
き

カ
ー

ド
リ

ー
ダ
ー

の
無

償
提
供

や
シ
ス

テ
ム

整
備
費

の
補
助

等
の
サ

ポ
ー
ト

を
行

っ

て
い
ま
す
。
 

 

・
全
国
の
医
療
機
関
等
に
お
け
る
顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
等
の
申
込
状
況
 

（
令
和
４
年
１
月
１
６
日
時
点
）
 

    

 ３
 
課
題
 

 
（
略
）
 

（
１
）
被
保
険
者
の

健
康
の
保
持
増
進
 

  
被

保
険

者
が

い
つ

ま
で

も
健

や
か

に
自

立
し

た
生

活
を
送

る
こ

と
が

で
き
る

よ

う
、
市
町
村
と
連
携
し
て
、
効
果
的
・
効
率
的
に
高
齢
者
保
健
事
業
を
実
施
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 
特
に
、
健
康
づ
く
り
や
社
会
参
加
を
通
じ
た
フ
レ
イ
ル
対
策
、
生
活
習
慣
病
の
重

症
化
予
防
な
ど
の
事
業
を
重
点
的

に
取
り
組
ん
で
い
き
、
ま
た
、
市
町
村
が
高
齢
者

の
保
健
事
業
と

介
護
予
防
の
一
体
的
な
実
施
が
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
連
携
・

支
援
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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新
 

旧
 

（
２
）
医

療
費

の
適

正
化

 

 
 
 

今
後
、
医
療
費

の
急
激
な
増

加
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
か
ら

、
一
人
当
た
り

医
療

費
の
伸

び
を

抑
制

す
る

取
り
組

み
を

実
施

し
、

医
療

費
の
適

正
化

を
推

進
す

る
必

要
が
あ
り

ま
す
。
 

 
 
 

こ
の
た
め
に
は

、
被
保
険
者

・
医
療
機
関
へ

の
不
当
利
得

請
求
や
重
複
・

頻
回

受
診
者
及
び
重

複
服

薬
者
へ
の
指
導
・
相
談
、
健
康
寿
命
を
延
ば
す
た
め
の
保
健
事

業
を
進
め

て
い

く
こ

と
が
不
可

欠
で
す
。
 

  （
３
）
健

全
な

財
政

運
営

 

 
 
 

安
定
し
た
財
政

運
営
を
確
保

す
る
た
め

、
国

の
補
助
金
、

交
付
金
を
最
大

限
に

活
用
し
、

財
源
を
確
保
す
る
こ
と
は
も
と
よ

り
、
医
療
給
付
に
必
要
な
費
用
等
を
 

適
切

に
見

込
み
、

被
保
険
者
の
負

担
に
配

慮
し

な
が
ら
保
険
料

率
の
改
定
を

行
う

必
要
が
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 
ま
た
、

被
保

険
者
の
負
担
の
公
平
を
確
保
す
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
な
が
 

ら
保

険
料

収
納

率
の

向
上

を
図

る
取

り
組

み
を

引
き

続
き

進
め

て
い

く
必

要
が

あ
り
ま
す

。
 

標
準
シ
ス

テ
ム
更
改

な
ど

、
あ
る
一
定
の
年
度
に
多
額
の
費
用
が
生
じ
る
こ
と

に
対
し
、

そ
の
一
時

的
な
負
担

増
を
軽
減
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
 

 （
４
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

よ
る
資
格

確
認
等
へ
の
対
応
 

 
 
 
令
和
６
年

１
２
月

２
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
よ
る
資
格
確
認
を
基
本
と
す

る
制
度
に

移
行

し
、

被
保

険
者

証
は
交
付
し
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 

 
 
 
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ

ー
ド
に
よ
る
資
格
確
認
等
に
対
応

す
る
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確

認
等

シ
ス

テ
ム

に
資

格
情

報
の

連
携

を
行

う
医

療
保

険
者

向
け

中
間

サ
ー

バ

ー
へ
の
適

切
な
資
格

情
報

等
の
登
録
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
登
録
内
容
に
誤
り
が
あ
る

場
合
は
、
被
保
険
者
と
医
療
機

関
等
の
間
に

お
い
て
正
し
い
情
報
等
の
確
認
が
必
要

に
な
る
な

ど
、
仕
組
み
全
体
の
効

率
性

や
信
頼
性
を
損
な
う
こ
と
か
ら
、
正
確
な
資

格
情
報
等

の
登
録
に

よ
り

一
層

努
め
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

（
２
）
医

療
費

の
適

正
化

 

 
今
後
、
医

療
費
の
急

激
な
増

加
が
見
込

ま
れ
る
こ

と
か
ら

、
一
人
当

た
り
医

療

費
の
伸
び
を

抑
制
す
る

取
り
組

み
を
実
施

し
、
医
療

費
の
適

正
化
を
推

進
す
る

必

要
が
あ
り
ま
す
。
 

医
療
費
の
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
被
保
険
者
・
医
療
機
関
へ
の
不
当
利

得
請
求
、
重
複
・
頻

回
受
診
者
及
び
重
複
服
薬
者
へ
の
指
導
・
相
談
、
医
療
費
を
抑

制
す

る
た
め

に
で
き

る
限

り
長

く
健

康
を

保
持
し

続
け

ら
れ

る
よ

う
保

健
事
業

を

推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 （
３
）
健

全
な

財
政

運
営

 

 
 
 
安
定
し
た
財
政
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
国
の
補
助
金
、
交
付
金
を
最
大
限
に

活
用
し
、
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
医
療
給
付
に
必
要
な
費
用
等
を

適
切
に
見
込
み
、
被
保
険
者
の
負
担
に
配
慮
し
な
が
ら
保
険
料
率
の
改
定
を
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 
ま
た
、
被
保
険
者
の
負
担
の
公
平
を
確
保
す
る
た
め
、
市
町
村
と
連
携
し
な
が

ら
保

険
料

収
納

率
の

向
上

を
図

る
取

り
組

み
を

引
き

続
き

進
め

て
い

く
必

要
が

あ
り
ま
す
。
 

  

 （
４
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
証
利
用
等
へ
の
対
応
 

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー
ド

の
被
保

険
者

証
利

用
等

に
対

応
す
る

た
め

、
被

保
険
者

が
自

己
情

報
を

閲
覧

で
き
る
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

へ
の

情
報
提

供
や

、
オ

ン
ラ

イ
ン

資
格

確
認

等
シ

ス
テ

ム
に
資
格

情
報

の
連

携
を

行
う

医
療
保

険
者

向
け

中
間

サ
ー

バ
ー

へ
の

適
切

な
資

格
情
報
等

の
登

録
が

求
め

ら
れ

ま
す
。

登
録

内
容

に
誤

り
が

あ
る

場
合

は
、

被
保

険
者

と
医

療
機

関
等

の
間

に
お

い
て

正
し

い
情

報
等

の
確

認

が
必
要
に
な
る

な
ど
、
仕
組
み
全
体
の
効
率
性
や
信
頼
性
を
損
な
う
こ
と
か
ら
、
正

確
な
資
格
情
報
等
の
登
録
に
よ
り
一
層
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

さ
ら

に
、

広
域

連
合

が
保

有
す

る
被

保
険
者

の
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

含
む
個

人
情
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新
 

旧
 

 
 
 
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
等
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
に

対
し

て
、

引
き

続
き

医
療

を
受

け
ら

れ
る

よ

う
、
資
格

確
認

書
を
適
切
に
交
付
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
 
さ
ら
に
、
被
保
険
者
証
廃
止
後
の
制
度

に
つ
い
て
、
被
保
険
者
に
対
し
て
分
か
り

や
す
く
周

知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 （
５
）
効
率
的
な
組
織
運
営
と
広
報
の
充
実
 

 
 
 

制
度
改
正
や
被

保
険
者
数
の

増
加
に
伴

う
業

務
量
の
増
加

に
対
応
す
る
た

め
に

は
、

適
切

な
人

員
配

置
等

の
組

織
体

制
の

整
備

の
ほ
か

業
務

の
効

率
化

が
不
可

欠

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
業
務

委
託
の
推
進
や
、
レ
セ
プ
ト
点
検
や
申
請
書
入
力
業
務
な

ど
で

Ａ
Ｉ

等
を

含
め

た
Ｉ

Ｃ
Ｔ

を
活

用
し

た
業
務

効
率

化
に

つ
い

て
、

今
後
検

討

し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま

す
。
 

 
 
 
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
正
し
く

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
被
保
険
者
等

に
対
し
て

分
か

り
や

す
い
広
報

、
説
明
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 ４
 

基
本
方
針
 

 
（
略
）
 

 ５
 

基
本
施
策
 

 
（
略
）
 

 （
４
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

よ
る
資
格

確
認
等
へ
の
対
応
 

 
（
略
）
 

 （
１
）
高

齢
者

保
健

事
業

の
推

進
 

 
 
 
被
保
険

者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
支
援
す
る
た
め
、「

高
齢
者
保
健
事
業
実
施
計

画
（
デ
ー

タ
ヘ

ル
ス
計
画
）」

に
基
づ
き

、
市
町
村
と
連
携
し
効
果
的
・
効
率
的
に

高
齢
者
保

健
事
業
を
推
進
し
ま
す
。
 

 
 
 
重
点
項

目
に
設
定

し
た

「
高
齢

者
の
保
健
事
業
と
介
護
予
防
の
一
体
的
な
実
施
」

報
の
漏
洩
防
止
、
Ｄ
Ｖ
等
被
害
者
の
情
報
が
加
害
者
に
情
報
漏
洩
し
な
い
よ
う
設
定

を
行
う
な
ど
、
情
報
管
理
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

ま
た

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
被

保
険
者

証
利

用
の

メ
リ

ッ
ト

を
理
解

し
て

も
ら
う
た
め
、
被
保
険
者
に
対
し
て
分
か
り
や
す
い
周
知
、
説
明
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
 

 （
５
）
効
率
的
な
組

織
運
営
と
広
報
の
充
実
 

 
 
 
制

度
改
正
や

被
保
険
者

数
の
増

加
に
伴
う

業
務
量
の

増
加
に

対
応
す
る

た
め

に

は
、

適
切

な
人

員
配

置
等

の
組

織
体

制
の

整
備
の

ほ
か

業
務

の
効

率
化

が
不
可

欠

で
あ
る
こ
と
か

ら
、
業
務
委
託
の
推
進
や
、
レ
セ
プ
ト
点
検
や
申
請
書
入
力
業
務
な

ど
で

Ａ
Ｉ

等
を

含
め

た
Ｉ

Ｃ
Ｔ

を
活

用
し

た
業
務

効
率

化
に

つ
い

て
、

今
後
検

討

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
を
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
被
保
険
者
等

に
対
し
て
分
か
り
や
す
い
周
知
、
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 ４
 
基
本
方
針
 

 
（
略
）
 

 ５
 
基
本
施
策
 

 
（
略
）
 

 （
４
）
 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
被
保
険
者
証
利
用
等
へ
の
対
応
 

（
略
）
 

 （
１
）
高

齢
者

保
健

事
業

の
推

進
 

 
被
保
険
者
の

健
康
の
保
持
増
進
を
支
援
す
る
た
め
、「

高
齢
者
保
健
事
業
実
施
計

画
（
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
）」

に
基
づ
き
、
効
果
的
・
効
率
的
に
高
齢
者
保
健
事
業

を
推
進
し
ま
す
。
 

 
ま
た
、
高
齢
者
保
健
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
の
状
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新
 

旧
 

を
円
滑
に

進
め

る
た

め
、
実
施
計
画
策
定
や
事
業
評
価
へ
の
助
言
、
デ
ー
タ
分
析
・

活
用
、
人

材
育
成
な

ど
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
を

整
備
し
ま
す
。
ま
た
、
被
保
険
者
へ
の

き
め
細
か

な
支
援
が
で
き
る
よ
う
、
健
康
状

態
を
把
握
し
、
取
組
を
行
う
上
で
の
基

礎
デ
ー
タ

と
な

る
健
康
診
査
や
歯
科
健
診
の
受
診
率
向
上
を
目
指
し
ま
す
。
 

 
 
 
 

（
２
）
医

療
費

適
正

化
の

推
進

 

 
 
（
略
）
 

 （
３
）
健

全
な

財
政

運
営

 

 
 

 
保
険
料
率
の
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
財
源
に
過
不
足
が
生
じ
な
い
よ
う
、
国
や

県
の
補
助
金
や
交
付
金
を
最
大
限
活
用
す
る
な
ど
収
入
の
確
保
に
努
め
つ
つ
、
医

療
給
付
等

に
必
要
な
費
用

を
的
確
に
見
込
み
ま
す
。
 

 
 
 
ま
た
、
広
域

連
合
と
市
町
村
は
、
毎

年
度
策
定
す
る
「
収
納
対
策
実
施
計
画

」
に

基
づ
き
保

険
料
の
収
納
対
策
を
実
施
し
、
収
納
率
の
向
上
に
努
め
ま
す
。
 

 
 
 
併
せ
て

、
事
務
経
費
に
つ

い
て
も
 
新
た
に
設
置
し
た
財
政
調
整
基
金
を
活
用
し
、

年
度
間
費

用
負
担
の
平
準

化
に
努
め
ま

す
。
 

 （
４
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

よ
る
資
格

確
認
等
へ
の
対
応
 

 
 

 
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

に
よ

る
資

格
確

認
等
に

対
応

す
る

た
め

、
広

域
連
合

は

市
町
村
と

連
携

し
、
資

格
情
報
や
健
診
・
医
療
情
報
を
適
正
に
管
理
し
、
医
療
保
険

者
向
け
中

間
サ
ー
バ
ー
に
迅
速

か
つ
正
確
に
登
録
し
ま
す
。
 

 
 
 
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
等
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

方
に

対
し

て
資

格
確

認
書

を
速

や
か

に
交

付
す

る

と
と
も
に
、
被
保

険
者

証
廃
止

後
の
制
度
に
つ
い
て
、
分
か
り
や
す
く
周
知
し
て
い

き
ま
す
。
 

 （
５
）
効
率
的
な
組
織
運
営
と
広
報
の
充
実
 

 
 
 
基
本
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
広
域
連

合
は
市
町
村
と
連
携
し
、
適
正
か
つ
効

率
的
な
組

織
運
営
を
行
い
ま
す
。
 

況
に

応
じ

た
き

め
細
か

な
支
援

が
で

き
る
よ

う
、

被
保

険
者

に
身

近
な
存

在
で
あ

る
市
町
村
と
連

携
し
、
高
齢
者
保
健
事
業
及
び
国
民
健
康
保
険
保
健
事
業
・
地
域
支

援
事
業
（
介
護
予
防
）
と
の
一
体
的
な
実
施
を
推
進
し
ま
す
。
 

  （
２
）
医

療
費

適
正

化
の

推
進

 

 
 
（
略
）
 

 

（
３
）
健

全
な

財
政

運
営

 

保
険
料
率
の

改
定
に
当

た
っ
て

は
、
財
源

に
過
不
足

が
生
じ

な
い
よ
う

、
国
や

県
の

補
助
金
や

交
付
金
を

最
大
限

活
用
す
る

な
ど
収
入

の
確
保

に
努
め
つ

つ
、
医

療
給
付
に
必
要
な
費
用
を
的
確
に
見
込
み
ま
す
。
 

ま
た
、
広
域
連
合
と
市
町
村
は
、
毎
年
度
策
定
す
る
「
収
納
対
策
実
施
計
画
」
に

基
づ
き
保
険
料

の
収
納
対
策
を
実
施
し
、
収
納
率
の
向
上
に
努
め
ま
す
。
 

  

 

（
４
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
証
利
用
等
へ
の
対
応
 

 
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
被

保
険

者
証
利

用
等

に
対

応
す

る
た

め
、

広
域

連
合

は
市
町
村
と
連
携
し
、
資
格
情
報
や
健
診
・
医
療
情
報
を
適
正
に
管
理
し
、
医
療
保

険
者
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー
に
迅
速
か
つ
正
確
に
登
録
し
ま
す
。
 

 
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
被
保
険
者
証
利
用
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
被

保
険
者
に
対
し

て
分
か
り
や
す
い
周
知
や
説
明
を
行
う
な
ど
、
普
及
・
啓
発
に
努
め

ま
す
。
 

 

 （
５
）
効
率
的
な
組

織
運
営
と
広
報
の
充
実
 

基
本
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
広
域
連
合
は
市
町
村
と
連
携
し
、
適
正
か
つ
効

率
的
な
組
織
運
営
を
行
い
ま
す
。
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広

域
連

合
 

市
町
村
 

 

⑴
被
保
険
者
の
 

資
格
の
管
理
、
 

情
報
登
録
 

・
資
格
の
認
定
（
取
得
及
び
喪
失

の
確
認
）
 

・
被
保
険
者
証
の
交
付
決
定
 

・
資

格
情

報
等

（
マ

イ
ナ

ン
バ

ー

含
む
）
の
集
約
、
管
理
 

・
医

療
保

険
者

向
け

中
間

サ
ー

バ

ー
と
の
連
携
 

・
障
害
認
定
の
申
請
の
受
付
 

・
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
等
の
届

出
の
受
付
 

・
被
保
険
者
証
の
引
渡
し
や
回
収

 

・
資
格
情
報
等
の
迅
速
か
つ
正
確

な
登
録
 

 ⑵
医
療
給
付
 

 

・
医
療
給
付
の
申
請
（
療
養

費
、
葬
祭
費
の
支
給
な
ど
）

に
係
る
審
査
及
び
支
払
 

・
給
付
情
報
の
管
理
 

・
医
療
給
付
の
申
請
の
受
付
 

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
認
定

証
等
の
交
付
等
の
申
請
の
受
付

 

⑶
保
険
料
の
賦
課
 

及
び
徴
収
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 ⑷
高
齢
者
保
健
 

事
業
の
実
施
 

 

・
高

齢
者

保
健

事
業

実
施

計
画

の

策
定
及

び
計
画

に
基
づ

く
取
組

の
実
施
 

・
市
町
村
独
自
の
取
組
へ
の
補
助
 

・
介

護
予

防
と

の
一

体
的

実
施

の

推
進
（
市
町
村
へ
の
委
託
等
）
 

 

・
健
康
診
査
の
実
施
 

・
市
町
村
独
自
の
長
寿
・
健
康
増
進

事
業
等
の
取
組
の
実
施
 

・
介

護
予

防
と

の
一

体
的

実
施

に

係
る
取
組
の
実
施
 

⑸
医
療
費
の
 

適
正
化
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 

新
 

旧
 

 
 
 
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
健
全

か
つ
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、
被
保

険
者
等
の

理
解
と
協
力
が
必
要

な
こ
と
か
ら
、
被
保
険
者
等
に
対
し
て
分
か
り
や
す

い
広
報
や

説
明
を
行
う
な

ど
、
制
度
の
普
及
・
啓
発
に
努
め
ま
す
。
 

 ６
 広

域
連
合
と
市

町
村
の
事
務
分
担
 

 
（
略
）
 

 ・
広
域
連
合
と

市
町

村
の
主
な
事
務
分
担
 

                  
 

 

 
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
を
健
全
か
つ
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、
被
保

険
者
等
の
理
解

と
協
力
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
被
保
険
者
等
に
対
し
て
分
か
り
や
す

い
周
知
や
説
明
を
行
う
な
ど
、
制
度
の
普
及
・
啓
発
に
努
め
ま
す
。
 

 ６
 広

域
連
合
と
市
町
村

の
事
務
分
担
 

 
（
略
）
 

 ・
広
域
連
合
と
市
町
村
の
主
な
事
務
分
担
 

  

               
 

  

 
広

域
連

合
 

市
町
村
 

 ⑴
被
保
険
者
の
 

資
格
の
管
理
、
 

情
報
登
録
 

・
資
格
の
認
定
（
取
得
及
び
喪
失

の
確
認
）
 

・
資
格
確
認
書
等
の
交
付
決
定
 

・
資

格
情

報
等

（
マ

イ
ナ

ン
バ

ー

含
む
）
の
集
約
、
管
理
 

・
医
療
保
険
者
向
け
中
間
サ
ー

バ
ー

と
の
連
携
 

・
障
害
認
定
の
申
請
の
受
付
 

・
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
等
の
届

出
の
受
付
 

・
資
格
確
認
書
等
の
引
渡
し
や
回
収
 

・
資
格
情
報
等
の
迅
速
か
つ
正
確

な
登
録
 

 

 ⑵
医
療
給
付
 

 

・
医
療
給
付
の
申
請
（
療
養

費
、
葬
祭
費
の
支
給
な
ど
）

に
係
る
審
査
及
び
支
払
 

・
給
付
情
報
の
管
理
 

・
医
療
給
付
の
申
請
の
受
付
 

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
認
定

等
の
申
請
受
付
 

 

⑶
保
険
料
の
賦
課
 

及
び
徴
収
 

（
略
）
 

（
略
）
 

 ⑷
高
齢
者
保
健
 

事
業
の
実
施
 

 

・
高
齢
者
保
健
事
業
実
施
計
画
の

策
定
及
び
計
画
に
基
づ
く
取
組

の
実
施
 

・
市
町
村
独
自
の
取
組
へ
の
補
助
 

・
介
護
予
防
と
の
一
体
的
実
施
の

推
進
（
市
町
村
へ
の
委
託
、

サ

ポ
ー
ト
の
実
施
等
）
 

・
健
康
診
査
の
実
施
 

・
市
町
村
独
自
の
長
寿
・
健
康
増
進

事
業
等
の
取
組
の
実
施
 

・
介

護
予

防
と

の
一

体
的

実
施

に

係
る
取
組
の
実
施
 

⑸
医
療
費
の
 

適
正
化
 

（
略
）
 

（
略
）
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 ⑹
広
報
に
 

関
す
る
事
務
 

 

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
用
 

・
後
期
高

齢
者
医

療
制

度
や
保
険

料
に

関
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

リ
ー

フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
、
配
布
 

・
出
前
講
座
に
よ
る
制
度
の
説
明
 

・
国

の
施

策
に

基
づ

い
た

マ
イ

ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
取

得
促

進
や

利
用
申
込
の
周
知
、
広
報
 

 

・
窓
口
等
で
の
制
度
の
説
明
 

・
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

情
報
掲
載
 

・
国

の
施

策
に

基
づ

い
た

マ
イ

ナ

ン
バ
ー

カ
ー

ド
の

取
得

促
進

や
利

用
申
込
の
周
知
、
広
報
 

 

 

 ⑹
広
報
に
 

関
す
る
事
務
 

 

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
用
 

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
や
保
険
料

に
関

す
る

ポ
ス

タ
ー

、
リ

ー
フ

レ

ッ
ト
等
の
作
成
、
配
布
 

・
出
前
講
座
に
よ
る
制
度
の
説
明
 

・
国

の
施

策
に

基
づ

い
た

マ
イ

ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
取

得
促

進
や

被
保
険
者
証
利
用
申
込
の
周
知
、

広
報
 

・
窓
口
等
で
の
制
度
の
説
明
 

・
広

報
紙

や
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に

情
報
掲
載
 

・
国

の
施

策
に

基
づ

い
た

マ
イ

ナ

ン
バ
ー

カ
ー

ド
の

取
得

促
進

や
被

保
険
者

証
利

用
申

込
の

周
知

、
広

報
 

 

 

 

新
 

旧
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地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）

（広域計画）

第二百九十一条の七 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議

会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。

２ 広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新た

に事務を処理することとされたとき（変更されたときを含む。）その他これを変更す

ることが適当であると認められるときは、変更することができる。

３ 広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければ

ならない。

４ 広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、そ

の事務を処理するようにしなければならない。

５ 広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画

の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の

議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の

実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

６ 広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方

公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができ

る。
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